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第２６回「大学コンソーシアム岡山」運営委員会 議事要旨 

 

○日 時：平成２４年４月２４日（火）１５：１５～１６：４５ 

○場 所：岡山理科大学 50 周年記念館 ３階 会議室 

○出席者：別紙のとおり 

 

○議事： 

議事に先立ち，大﨑運営委員長（岡山商科大学副学長）から委員長選出まで議事進行を務め

させていただく旨挨拶があった。 

 

○審議事項 

１． 大学コンソーシアム岡山会長挨拶 

岡山理科大学波田学長より挨拶がされた。 

２．委員の確認について 

大﨑運営委員長より委員の確認がされた。 

３．委員長、副委員長の選出について 

大学コンソーシアム岡山事業部規程第４条の規定により，岡山理科大学木村運営委員を互

選により委員長に選出し，続いて委員長の指名により,岡山経済同友会の原教育問題委員長

および,岡山理科大学堂田運営委員を副委員長に選出した。 

 

【報告事項】 

１． 平成24年事業計画について 

委員長より【資料２】に基づき、大学コンソーシアム岡山・大学教育事業部・社会人教

育事業部及び産学官連携事業部の平成24年度事業計画の説明がされた。 

２． 平成24年度の事務局体制および活動予定について 

委員長より【資料３】に基づき、平成24年度の事務局体制について以下のとおり報告が

あった。 

①事務局体制について 

事務局員が一人増員されたことおよび５月より岡山理科大学に事務局が移転されるこ

とについて報告があった 

②各委員会について 

各委員会が設置され、５月中にはすべての委員会を開催する予定の旨および今後のスケ

ジュールについて説明があった。 

③予算について 

岡山オルガノンの事業の一部が継承されたことによるオルガノンの事業推進費につい

て説明がされた。 

３． 平成24年度前期単位互換教育（遠隔教育）について 

委員長より【資料４】に基づき、平成24年度前期単位互換遠隔教育の履修者数について
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の報告がされた。履修者数を増やしていくためにも，今後の募集方法について検討をして

いきたい旨, 単位修得率についても説明がされた。 

４． 大学コンソーシアム岡山の経理システムについて 

委員長より【資料５】に基づき、従来の振込手数料を軽減するためネットバンキングに

変更する旨，およびさくらのレンタルサーバーの利用料金についても手数料を軽減するた

め、口座振替に変更する旨の説明がされ了承された。 

 

【協議事項】 

１．「インターンシップ」事業について 

   委員長より【資料６】に基づき，インターンシップの仕組みについての説明がされた。

岡山商科大学大崎運営委員から，岡山県中小企業団体中央会には多大なご尽力をいただい

た謝辞が述べられた。 

２．「日ようび子ども大学」事業について 

   委員長より【資料７】に基づき，前年度の「日ようび子ども大学」が盛況だったことも

あったので，今年も６月２４日に岡山県生涯学習センターにて開催することが報告され，

今後このイベントについては定着をさせていきたい旨の提案があった。澁谷委員より，対

象者および企画の概要についての説明がされた。続いて岡山県生涯学習センター加賀参事

より「日曜日子ども大学」の開催にあたっての挨拶がされた。 

３．「エコナイト」事業について 

   委員長より【資料８】に基づき，前年度に行われたエコナイトの紹介を行った。今年度

についても各大学での開催について協力要請があった。要望があれば，事務局に相談をし

ていただければ検討していく旨，地域貢献委員会の議論に基づいて今年も開催に向けて検

討していきたい旨の説明もされた。 

４．大学コンソーシアム岡山に関する規約について 

 （１）内規について 

   委員長より【資料９】に基づき，大学コンソーシアム岡山に関する内規について以下の

とおり説明があった。 

・内規については，前回の代表者委員会での了承が得られていないが，各委員会が既に

スタートしていることもあり各委員会での了承を得たうえで、９月に行われる代表者会

議において最終的な了承を得たい。 

・内規について、一部変更を行っている。第６条の委員会の事務は、委員長選出の大学

において処理するとなっていたが、委員長選出の大学および事務局において処理すると 

変更を行った。 

  大崎運営委員より，就職支援委員会の内規と同じになっていて第６条は事務局においてだ

けとなっていたが事務局のみでは処理できないと考え委員長選出の大学も付け加えた旨の経

緯の補足説明がされた。 
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  石田運営委員より，第６条の事務局というのはどの事務局かという質問があり大学コンソ

ーシアム岡山事務局と変更する事が了承された。 

  （２）規約について 

委員長より【資料１０】に基づき説明があり、規約については，代表者会議で既に承認済 

であることが報告された。 

５． 遠隔授業に関する著作権について 

委員長より【資料１１】に基づき，遠隔授業による著作権に関する規約や権利処理の流れ 

について説明があり、個別の内容については岡山オルガノン運営委員会で了承を得ていると

の報告が行われ。コンテンツ利用許諾契約書については，著作権者と大学コンソーシアム岡

山会長とで契約書をかわしていただきたい旨のお願いがされた。 

６． 大学コンソーシアム岡山ホームページサーバの切換について 

委員長より【資料１１】に基づき，大学コンソーシアム岡山のホームページサーバの切り 

換えについて提案がされ、従来のサービスから切り替えることによりメーリングリストサー 

ビスが追加されることなどの説明があり、了承された。 

最後にノートルダム清心女子大学鈴木委員より，大学コンソーシアム岡山規約の第 14 

条の 2の事務局に関し，“必要な事項は別に定める”とあるが、別途定めた規程の有無につ

いての質問があり，委員長よりまだ定められていないので今後検討していきたい旨の説明が

あった。 

 

【その他】 

１． EU in Japan について 

岡山商科大学大崎運営委員より、EU in Japan についての説明がされた。 

２． さんフェア岡山 2012 について 

  委員長よりさんフェア岡山 2012 についての説明がされた 

３． 岡山県警 防犯ボランティアについて 

  岡山県警生活安全企画課杉田さまより防犯ボランティアについてのお願いの説明がされた。 

 

以  上 


